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倶知安町景観計画緑の基本計画検討会議

第 13回 景観地区部会 議事概要

◎日 時 令和 5年 1月 6日（金）午後 2時 00分～午後 4時 30 分

◎場 所 倶知安町役場 ２階 会議室

◎出席者 部 会：笠間部会長、カー委員、斎藤委員、沼田委員、

（欠席 フィンドレー委員、大久保委員、山田委員）

傍聴者：５名

事務局：まちづくり新幹線課 遠藤課長、星加係長、横山主事、

傳法建築指導係長

コンサルタント会社：㈱KITABA 百瀬

１ 開会

（星加係長）ただいまより、第１３回目の景観地区検討部会を開催します。本日、７名中４名の出席となり、フィンド

レー委員、大久保委員、山田委員が欠席されています。うち、大久保委員と山田委員より、事前送付の資料を

踏まえ、コメントをいただいておりますので、後ほどコメント内容を披露させていただきます。

開会に先立ちまして、課長の遠藤より一言ごあいさつ願います。

（遠藤課長）本年もどうぞよろしくお願いします。今回が、部会の最後と考えていますが、欠席されている方もおら

れるので、必要に応じてご意見等を確認しながら部会の方針等を確認させてもらえればと考えています。

（笠間部会長）１３回目ということで、２年以上にわたり会議を開いて参りました。今回が現時点で最後と考えて

おります。前回の時に最終案に近い形で事務局より提示してもらい、部会としてのコメントを出し、その後、地域

住民・事業者を対象にした意見交換会を１１月中に延べ４回開催され、そこから多くのご意見をいただき、それ

らを踏まえて、今回、修正すべきところを行った上で、事務局から提示いただくことになります。

また、今後の取り組みも含めて、本日の議論ができればと思っています。
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２ 意見交換

【資料説明（事務局 星加係長）】

本日の会議資料の内容としては、これまでの会議で課題となっているところを確認し、その部分について、事

務局にて整理した対応案、修正案を示し、皆さまのご意見を伺いながら最終調整を図りたいと考えています。

説明資料と右上に書かれているもの以外は、全て「参考資料」としております。この参考資料はこれまでの

部会で毎回お配りしているものとなりますので、この会議においては必要に応じて使用する形とします。また、先

日開催した、地域住民等を対象とした意見交換会に配布した資料もつけております。こちらも時間のあるとき

ご覧ください。

それでは説明資料をご覧ください。

P1 前回からの経過を簡単に整理。前回の部会では、これまでの部会であまり議論ができていなかったところを
中心に、形態意匠の内容や開発行為の制限などについて説明し、ご意見をいただきました。その整理を P2～３
で示し、後ほど説明します。

地域住民等と１１月に計４回意見交換会を実施しました。参加した方から延べ３０項目程度のご質問・ご意

見をいただきました。今回、資料 P4～６において、主な意見とその対応案について整理しましたので、後ほど内
容のご確認をお願いします。

P2 前回会議の振り返りとその対応①
非常時の施設機能を確保するための誘導策ですが、再生可能エネルギーによる地産地消や非常蓄電池の

確保などの機能強化が今後の懸念事項としてお話があり、設置に係るインセンティブについてのご意見をい

ただいたところですが、対応として、太陽光等の再生可能エネルギーについては、景観と調和している事例収

集と運用ルールについて今後検討していくことを考えております。また、蓄電池等の設置に係るインセンティブ

については、すでに建築基準法において一定面積までは床面積を不算入とする措置が取られていることがわ

かりましたので、参考までにお示しました。

屋外広告物のコントロールについては、不統一感やリゾート地に合わないもの等が見られることへの課題が

出されましたが、こちらは、リゾート地の付加価値を高めるリゾートプランニングの一要素になるであろうという

ことで、今後のルール化を検討したいと考えています。

緑化率については、人目につきにくい建物が隣り合う場所など、管理の難しい場所で緑化率が確保されて

しまうことへのルール設定の見直しを考えるべきというご意見がありましたので、人目につきやすい範囲を緑化

率の対象とするよう見直すこととしました。

P3 前回会議の振り返りとその対応②
建築敷地におけるオープンスペースの確保について、前回事務局からはエリア全体に対して設定する案とし

てましたが、ひらふ坂と保全型エリアでは考え方が変わるので、マネジメントスペースという考え方に立てば、そ

れに見合った地域に限定する必要があるとして、ローワービレッジ地区と最低敷地面積に満たない土地に関し

て確保するよう求めることに改めました。詳細は後ほど。

地上駐車場設置にルールについて、通りに見えない配置等を事務局から提案していましたが、こちらも地域

によって必要な配慮が異なるというご意見をいただきましたので、ひらふ坂とその他幹線道路沿道の２つに分
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けてルール化する方向で後ほど説明します。

最後に宿泊施設延べ床面積 1,000㎡を超える建築物について、これまでの部会で森の中にひっそりと建つ
ようなものをイメージとしてご意見されていましたが、現在の事務局案では容積率の上限さえ守れば建物が林

立する恐れがあるというご意見をいただきましたので、新たに延べ床面積 1,000㎡を超える建築物について
「最低開発区域面積」を設定することを後ほど提案します。

P4 意見交換会の意見と対応①
１１月に開催した意見交換会の主な意見とその対応を 10点整理しています。
床面積制限によるリゾート衰退の懸念について、通年型で宿泊施設を稼働できない中で、十分なボリュー

ムを確保できない状況では単純に宿泊料金を添加することになり、ビジネスが成り立たなくなる、というご意見。

対応としては、これまでの部会で議論されていることになるが、観光地マスタープランで掲げている、ブランド価

値を高めていくための開発の適切なコントロールというのが求められることを踏まえての今回のルール案の提

示です。

センタービレッジ地区に投資を誘導するための施策について、センタービレッジ地区に投資を集約するとい

う考えですが、区分所有の建物が多い中で具体的にどのように投資を誘導していくか、というご意見。この対

応としては、ご意見のとおりセンタービレッジ地区では未利用地が少なく、土地の権利関係も複雑な状況であ

ることは理解していますが、このままでは開発のスプロールが進行し、センタービレッジ地区での投資的空洞化

が想定されることから、今回のルール設定により相対的にセンタービレッジ地区の土地利用上の優位性を高

めることが狙いと考えています。加えて、行政として下水道・道路整備といったインフラ投資をセンタービレッジ

地区周辺に重点的に投資している状況であり、今後のひらふ第一駐車場再整備も同様の考えのもとで行うこ

とから、センタービレッジ地区周辺における投資的価値を高める行政投資と考えています。

延べ床面積１，０００㎡を超える宿泊施設の外壁後退距離の制限について、延べ床面積 10,000㎡以下の
場合は前後左右で 30ｍずつの離れの確保が求められることについて、容積率５０％いっぱいを確保しようとし
ても、土地の形状等で十分な開発が確保できず、林地開発行為の制限よりも厳しくなるケースもある、というご

意見。このご意見の対応としては、国内事例における高質なリゾートを提供する宿泊施設は容積率５０％を大

きく下回り、豊かな自然環境を広大に確保した土地利用となっており、このような土地の使い方は本町の保全

エリアにおいては理想的な形であると考えているため、そのような土地利用が進むルール案としています。

P5 意見交換会の意見と対応②
延べ床面積 1,000㎡以下の宿泊収容人数の上限について、収容人数 10人以下としていますが、大きめの

施設では 10人を超えるものもあると思うので今回設定した根拠についてのご質問・ご意見。この対応としては、
過去の建築計画を確認し、概ね延べ床面積２００～５００㎡程度が標準で１０名以下が多かったことを踏まえて

のものとなります。現況を改めて確認するものの、保全エリア等では宿泊の収容人数を抑えていくことが根幹

であるため、上限内に収めてもらうことを基本と考えています。

宿泊施設の厳しい制限に伴う別荘マンション化の懸念について、宿泊施設に対して厳しい制限がかかると、

区分所有の「住居」を建てて民泊施設が林立していくことになるのではないか、それに比べたらホテルとしてし

っかりと運営できるようにすることが将来のリゾートのためになる、というご意見。前提として、保全エリアだから

といって住居を促しているものではなく、また、宿泊施設においても環境保全を前提とした土地利用であれば

建築できる余地がある。今後制度の網を掻い潜ることが想定されるので、民泊制度について必要に応じて北
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海道との協議・検討を行うこととしたい、としています。

広場として５％必要とする緑地率について、５％全てを広場として整理する案ですが、自然の中を楽しむことも

含めた柔軟な運用を求めるご意見。対応として、近年の開発は森林地域が多く、残置森林に緑地を設ける場

合が見られるなど、使えない土地にしているケースが多いことから、「公共空間」「共有財産」の観点から、容

易にアクセスできる多目的に利用できる空間の確保が大切であると考えています。それをしっかりと確保でき

る最低限の面積について改めて整理することとします。

P6 意見交換会の意見と対応③
緑化率の適切な運用について、特に敷地の狭いローワービレッジ地区などで積極的に木を植えられるよう

になると冬季除雪に支障が出てくるので、除雪を前提とした緑化の対応を図るべき、というご意見。対応として、

すでに整理していることですが、木を植える場合には管理に支障が無い場所であることを条件とする予定であ

り、木を植えずとも前面道路側に芝生等でも緑化率を概ね確保できるような案としています。

宿泊施設の駐車台数の適切な確保について、センタービレッジ地区では十分に確保できていない施設があ

るなど、これまで町へ働きかけているが十分な対応が見られないことから今回のルールに盛り込んでもらいた

い、という要望。これに対しては、宿泊施設の駐車場不足の課題は様々な方面からご意見をいただいているの

で、今シーズンの実態を確認の上、今後の適切な確保に向けたルール見直しの検討を行うこととしています。

リゾートプランニングの視点による、まちづくりについては検討課題であるならば来年から具体的なスケジュ

ールなどを考えているのか、というご質問。対応としては、観光まちづくりは今般のルールで終わるものではなく、

様々な施策やガイドラインの設定等により制度が生きたものになるため、ひらふ第一駐車場の再整備において

はスキー場周辺を含めた総合的な検討、景観については屋外広告物のルールや通りの街並み、回遊性を踏ま

えたガイドラインなどが次のステップと想定しています。

最後に点線囲みのところ、こちらは意見交換会終了後にメールでいただいたもので、投資型開発について、

不動産デベロッパーが観光業の代弁者のようなふるまいをしているが、海外の不動産投資家と建設業者の利

害で動いており、誰のための町なのかを真剣に考えてほしい、というご意見。対応として、今回のルール見直し

は観光地マスタープランを前提とした案であり、保全すべきエリアでは規模の大きな施設は広大な敷地を確

保して森林保全とするためのルール設定、リゾートエリアのさらに外側では準都市計画区域をさらに拡大し、

原則宿泊施設を禁止することとしています。

＜意見交換＞

（笠間部会長）前回の部会と意見交換会でのご意見とそれに対して「こういうことを考えている」というところまで

説明いただきました。詳しくは、その後の資料で整理していますが、まずは方向性の確認として、ご意見があれ

ばお願いします。

（カー委員）コンドホテルにおける確保すべき駐車場の台数のルールについて、今後見直す予定はありますか。

（傳法係長）建築指導要綱に駐車台数を定めており、現在は３室に１台としています。これをどのように変えてい

くかは今後の検討課題ではありますが、例えば室数に応じた台数を厳しくする、あるいは、１室あたりの滞在者

数の多い施設における取り扱いをどうするか、などがあります。

（カー委員）図面上では現実的ではない縦列駐車の絵などが見受けられます。

（傳法係長）縦列駐車については、以前に計画として出されたものがあり、現状においても十分に運用されてい
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ない問題があるため、現時点では実現不可能な縦列駐車において計画しないよう指導しています。縦列駐車

の場合、前後のスペースの確保など実現性の高いものにするよう指導しています。ただ、計画時点ではそうで

あっても、実際にホテルが稼働してから運用が変わっている場合も見られるため、運用面においてしっかりと管

理してもらえるようにすることが課題です。

（笠間部会長）冬になると堆雪場となってしまって実際に駐車場として使われていない、駐車台数が適切か、そう

いったところをこれから検討するということだと理解しています。

（カー委員）地下駐車場における（建築基準などの）緩和規定など、ポジティブな基準があると開発構想段階で

検討しやすくなると思います。

（斎藤委員）ホテル・コンドミニアムにおける必要台数は要綱である程度コントロールできると思いますが、従業

員の通勤車両の問題の方が大きなものと思います。私の勤めている施設では、少し離れたところに従業員用

駐車場を設けていますが、今はたまたま空き地になっているために確保できているのであって、開発されること

になれば従業員駐車場の確保が困難になるのは目に見えています。ひらふ第一駐車場の整備に合わせて二

次交通をどうするかなど、そのあたりをトータルで考えていかないとこの問題は解決できないと思っています。

（笠間部会長）基本的にゲスト対応しか指導要綱では対応できていないと思いますので、従業員への対応が課

題になると思っています。例えば、観光協会のような組織が離れた一団の土地を確保して、そこから従業員用

のバスを循環させるようなことなども検討要素の一つと思います。これまでカー委員、フィンドレー委員からご

意見いただいていましたが、駐車場と交通の問題はもっと広範囲に考えなければならない問題であり、景観や

規制の部分だけで整理していくには限界がありますので、観光部門も含めて、ソフト的な施策も含めて検討い

ただければと思います。

（斎藤委員）意見交換会について、私も一度参加しましたが、参加者が少ない印象でした。これ以外のものもそう

ですが、このような場での参加者が少ないみたいなので、もっと多くの方が参加できるような情報周知の徹底

について、難しいとは思いますが検討いただければと思います。

（笠間部会長）私も参加者数を見たときに思ったより少ない印象でしたが、複数回参加されている人もいると思

いますが、まずまずの参加ではなかったかと思います。これからパブリックコメントを行うことになると思うので、

意見なしで終わることの無いようにしていただければと思います。

（カー委員）敷地にゆとりを持たせて、緑を残す方向性は私も大賛成です。一方で、フィンドレー委員も以前言っ

ていましたが、飲食店や店舗を建てやすいルール、今後のルールでは敷地を大きく確保しなければならなくな

るので、「ちょっとした居酒屋を建てたい」ということができないと思います。今回はゴージャスなヴィラとして、高

さも抑えて周りが森で囲まれる、駐車場の確保、雪対策の心配も無いといった方向性は良いのですが、ポジテ

ィブな視点での建てたいと思えるような施策があればと思います。

（星加係長）このご意見は、この部会の初期の段階からいただいていました。広いスペースを確保することを求め

る地域は、保全エリアであるスキー場から離れた場所になります。飲食など回遊性を高めるようなエリアについ

ては、センタービレッジ地区やローワービレッジ地区、道道の沿道地区であり、加えてこれまで議論になってい

た未利用地の多いニセコひらふ B地区も候補になってくると思います。この回遊性を促すという点においては、
建築ルールでは直接的な対応は難しく、保全エリア等との相対的な建築ルールの違いを設けることによる優

位性を出す形での対応としています。カー委員のご意見では、そこからさらに踏み込んだ形での対応ということ

になろうかと思いますが、その部分については、リゾートプランニングに関わることとして、次のステップにおいて
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回遊性を生む誘導策の検討と考えています。

（カー委員）私としては、今このタイミングだろうと思っています。今回のルール案は持続可能な開発を目指すもの

となります。店舗の場合、駐車スペースをどうするかという問題もあると思いますが、小さな店舗が建てられるよ

うな敷地を 50坪程度にすることなどができないルールになってしまいます。ホテルはダメだが、飲食店なら敷
地が小さくても駐車スペースをしっかりと確保する条件において認めるような運用…逆に、「そういうような店

舗を作りなさい」という指導にすべきではないか。ひらふエリアの良いところは、車を使わずに歩いてお店に行

けることだと思っています。冬もグリーンシーズンもそのようなエリア環境になると良いと思います。そのため、細

かく分筆できないルールになってしまうのが、そういった店舗の立地を阻害してしまうことにつながるという心配

があります。今のタイミングで町からこの部分の柔軟な運用を示してもらえれば。

（星加係長）センタービレッジ地区、ローワービレッジ地区では、今回のルール見直しにより最低敷地面積を 330
㎡以上としています。一方で、すでに 330㎡以下で区画されている土地であればその範囲内で建築が可能と
なります。

（カー委員）これから開発する予定の比較的スキー場に近いようなところでも、敷地を大きく確保しなければなら

ない場所と思います。そういうところでは小規模な店舗の立地には厳しいもので少々残念に思います。

（星加係長）おっしゃることは理解できますが、どのエリアに回遊性を持たせていけば良いか、ということについて

は、基本的には、センタービレッジ地区を中心に考えるべきと思っています。保全エリアに近い場所になりますと、

回遊性というよりも、静かな環境を作るというのが考え方になってくると思います。

（カー委員）私としては反対です。保全するということはわかります。ただ、飲食を提供する場所を用意することも

大事となります。

（斎藤委員）カー委員がおっしゃっているエリアとしての考えは、スキー場から頑張って歩いていける範囲のところ

についての店舗立地への対応と思います。

（カー委員）最低３００坪を確保しなければならないと思います。

（星加係長）例えばニセコひらふ B地区においては 150坪、ローワービレッジ地区では 100坪、また、樺山エリア
でも沿道地区では 100坪が最低敷地となります。

（カー委員）100坪より小さく分筆することはできない、ということですか。
（星加係長）そうなりますが、すでに土地利用が展開されているようなところでは、敷地の区画が細かくなってい

るところも多くあり、既存の狭い区画になっているところを生かして店舗を計画していただく余地はあると思い

ます。

（沼田係長）センタービレッジ地区やローワービレッジ地区では、確かに 100坪以下に分筆ができませんが、そう
いったエリアでは新規で開発できる場所もほとんどないのが現状となります。

（カー委員）私のイメージとしては、樺山あたりでも、まだ開発が進むような気がしており、ヴィラは作りやすい形に

なっているのでレセプション・クラブハウスは問題なく建てられますが、不整形の敷地でかつ 100坪に満たない
土地となった場合に店舗や飲食店としての土地の使い方ができるようになると良いと思っています。そういった

ものがこのエリアには大事だと思っていますので、作りやすいルールになると良いなと思いました。

（星加係長）樺山においても、樺山分校あたりまでの道道沿道であれば 100坪のルールになっていますので、比
較的沿道の賑わいづくりに寄与する建築ルールになっているものと思います。また、フィンドレー委員から過去

にいただいていたご意見では、通り沿いに宿泊施設が建ち並ぶ環境において、１階部分に店舗が続くような雰

囲気の街並みづくりを誘導すべきというお話もあったかと思います。そういったことについては、スキー場に近い

ところで未利用地の多いニセコひらふ B地区などにおいては、他の保全エリアよりも立地しやすいルールとし
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ています。

（カー委員）離れたエリアに駐車場を確保する必要性は出てくると思っています。新幹線が開業した際には、一度

に倶知安駅に下りる人数が数百人単位が想定され、それを一度にリゾートエリアへ輸送する手段も考える必

要があると思います。また、ひらふエリアでは渋滞が深刻な問題となっていて、特にセブンイレブンのある T字
路交差点で左折レーンが無いことで車両に詰まりが生じます。また、その周辺のバス停もバスベイが確保され

ておらず、車道にバスが停まる形となり、同じく後続車両に詰まりを起こすので、その部分の確保をしてもらえ

れば、だいぶ解消されるものと思います。

今後もひらふエリアでのコンドホテル開発の構想があると聞いており、１棟で数百人単位が増えることにな

るので、道道３４３号の交通に関して早めに手を打っていただきたい。

【資料説明（事務局 星加係長）】

P8 リゾートプランニングに係るご意見がありましたので、関連する P8について説明します。
これまでの部会の議論において、今回の建築・開発ルールの検討以外に、重要な要素として３点整理してお

ります。

交通環境の改善については、ひらふ第一駐車場の機能脆弱、ひらふエリアに流入する車両の増加、交差点に

おける交通障害といった現状の課題があり、第一駐車場の再整備をこれから検討していく中で、第一駐車場

だけでなくその周辺を含めた包括的な再整備やゲスト以外の一般車、送迎車の流入抑制を検討要素に入れ

て進めていくことが考えられます。そのため、２０２３年においては,包括的な再整備方針を策定するとともに循
環交通の強化、再整備の公募準備調査といったことを進めていくことを予定しています。

駐車場の確保については、オーバーナイト駐車の問題、ゲスト用駐車台数の不十分、実態に合わない駐車場

スペースの配置、スタッフ駐車場が不十分といった現状の課題がある中で、ゲスト駐車場算定の強化、スタッ

フ駐車場への対応、荷さばきスペース、審査の厳格化といった検討要素を基に建築指導要綱のルール強化の

検討をしていくこととし、２０２３年においては、今まさに駐車場問題が顕在化している状況と思いますので、現

地の実態を確認することとし、要綱の改正につなげていきたいと考えています。

街並みの賑わいに関しては、リゾート地の魅力づくりに影響のある屋外広告物のコントロール、主要な通り

の魅力を高める景観誘導、回遊性を高める用途の誘導といったことが課題であり、その対応として街ガイドラ

インが検討事項になると考えており、その中で屋外広告ガイドラインや賑わい形成のためのオープンスペース

の考え方、店舗系用途誘導の方策などが検討要素になるものと考えております。２０２３年については、実態把

握としながら本格的には２０２４年から進めていくことを考えています。

（沼田委員）ひらふ第一駐車場について補足いたします。今朝も第一駐車場がどのような使われ方をしているか

見てきましたが、この冬は従業員を対象にしたサンスポーツランドの駐車場が約７割埋まっており、一部事業者

では社用車を置かれている状況で、エリア内の駐車場が少ない状況であることがよくわかります。

先ほどカー委員から宿泊者向けの駐車場の算定について話がありましたが、あるコンドミニアムでは「宿泊

者しか停めさせない」と表示看板があるが、そこに入っているテナントの店舗を利用する人が利用できないとこ

ろがあり、そういったことも、公共駐車場の利用に流れていってしまっていると思います。

第一駐車場の再整備については、今年度民間事業者へのサウンディング調査を行ったところ、第一駐車場
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は「点」で考えるのではなく、周辺の公共駐車場を含めて計画を立てた方が良い、従業員の送迎やエリアの外

側に駐車場を用意した方が良いのではないかといったご意見もありましたので、資料P8にあるとおり、包括的
再整備の方針策定や、DMOである観光協会にて走らせている循環バスについて対象エリアや時間を拡大し
て強化していくことになっています。また、第一駐車場整備の公募についても、民間と一緒にしていこうと考えて

いるので、公募の際に必要な資料の整理を本格的に行っていくことになります。

＜意見交換＞

（笠間部会長）この資料に書かれている交通の問題、駐車場の確保、リゾートプランニングの話はこの部会でも

ずっと議論してきたところで、この部会では解決できなかった宿題となります。なので、この点については、今す

ぐに手をつけていくべきことと思いますので、私からもお願いを申し入れます。

先ほどの斎藤委員のお話では実際に事業者側も困っている状況で、エリア全体として解決策を考えていか

ないとどうにもならないと思う。

（斎藤委員）このページの一番下に「店舗系用途誘導の方策」は先ほど、カー委員がおっしゃっていたことにつな

がりますが、現状“夕食難民”が起きていて、今年は特に人手不足で店を開けられないというところもあります

が、そもそも宿泊客が増えてきて、今後も増えてくることを考えると飲食店が少ない状況であり、そのままであれ

ば賑わいが無くなってくるため、この部分は考えていかなければいけないと思っています。カー委員は土地の区

画の面から話されていたが、例えば、テナントに貸し付けてという場合があると思うので、その場合では夏場の

稼ぎが期待できなず、冬に限定するとなれば、どうしても家賃が高くついてしまいます。企業誘致に行われる

「固定資産税の減免」を活用することで倶知安町の裁量で行える導入のしやすさもあるので、そういった手法

により投資を呼び込む方策を検討されてはと思います。

（笠間部会長）カー委員の言うように小さな戸建て店舗を建てやすくする方策もあるだろうし、センタービレッジ地

区界隈では、１階部分に飲食店を入れることをルール化することも方策の一つですが、これらは難しいだろうと

思いますので、今おっしゃっていただいたように飲食店が入りやすいようにメリットが感じられる家賃補助や固

定資産税減免などを町として考えていただけると良いのではないかと思います。

（沼田委員）斎藤委員がおっしゃっていた「企業誘致」に伴う固定資産税の減免については、企業立地促進法に

基づくものと思います。それのサービス産業に対応した制度ができないか検討されているとは思いますが、細

かい検討状況まで情報が入ってきていないので、引き続き注視していきたいです。これら法律に基づく制度を

活用する場合、減免分の一部を国から町への交付金の形で補填されることになっていますが、町の財政力指

数が高すぎると、その優遇を受けられなくなります。

（笠間部会長）そういったことを踏まえると「宿泊税」を財源とすることは考えられるのでしょうか。これをもとに交

通の問題や飲食店の問題などを解決する方策を来年度くらいからぜひお願いしたいところです。来年度から

本格的に検討していくのが難しいにしても、どのような体制で、人を集めて検討していくのか、といったことは検

討していくことができると思いますので早急にしていただけると。

（星加係長）街並み形成のこと、賑わいづくりのことについては、私が担当している「景観」という担当での対応

では収まらなくなり、今回の課題解決に向けてどのような体制で進めて行けば良いのか、内部で検討していき

たいです。
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【資料説明（事務局 星加係長）】

P7 これまでの整理事項と今回で確認していただく事項の整理を示したものとなります。今回が最終回を予定し
ていますので、確認させてもらう部分は少ない状況です。

準都市計画区域の範囲について特に修正はありませんが、国定公園区域と準都市計画区域の境目がリゾ

ートエリア内にあることについて土地利用の面で不都合が生じるといったお話を聞いておりますので紹介だけ

いたします。

高さにつきましては、花園ビレッジ地区及びワイススキー場地区の制限の設定について景観審議会で審議

してきたところですが、ある程度見通しはついてきたものの、本部会には間に合わなかったので調整中とさせて

いただきます。開発行為と特定用途制限については、赤字の部分、これから具体の検討内容を説明いたします。

P9 開発行為に伴う広場の確保について、こちらは「意見交換会」で５％以上の広場というのが厳しいというご
意見になりますが、事務局で改めて検証してみると、森林地域では広場を確保することで、かえって有効な自

然を喪失してしまうケースがでてくると思いましたので、緑化率５％というのは引き続き維持しますが、広場の

最低限の必要面積を設定することとしました。具体的には１ha未満の開発においては、十分なオープンスペー
スを確保する観点から全てを広場とするよう求めますが、1ha以上の開発においては、緑地率５％のうち、500
㎡以上確保するよう求める案とします。広場とならない部分は保存緑地とするイメージとします。広場としては

避難場所や堆雪場としての活用をイメージしています。

建築敷地におけるオープンスペースの確保について、全てのエリア・建築行為に適用するのではなく、課題

となる狭い建築敷地、エリアに対して設定することとし、ローワービレッジ地区は全て、それ以外のエリアでは

330㎡に満たない建築敷地に対して、前面道路側に５％のマネジメントスペースを確保するようにします。
緑化率算定方法について、これまで提案していたのは緑化率１０％のエリアに対しては道路に対して建物の

背面に位置する場所の緑化率をカウントしないことにしていましたが、建物の側面においても、隣地境界が近

い場所では、緑化による公共的な効果や維持管理の困難さが考えられることから算定の必要性が無いので

はないか、一方で、建物の背面にあったとしても既存樹で高木のものを残している場合であれば、俯瞰した景

観の観点から効果があるだろうことを踏まえて修正しました。具体的には、建物の側面に関しては、軒の出の１

ｍ外側のラインから外壁までの間を緑化率から外すことします。また建物の背面については引き続き緑化率に

算入しませんが既存樹を残す場合は算入することとします。

また、木を植える場合の適切な対応も明記することとします。意見交換会でもご意見があったように、木を植

えた後の管理が難しく、また不適切な位置にあると将来の緑化の効果を失うことから、適切に保存するための

規定を入れたものとなります。

P10 こちらは緑化率算定のシミュレーション図となります。ローワービレッジ地区の図が左と真ん中になります。左
の図はインターロッキングブロックをほぼ全面に敷いて一部芝と樹木で対応した場合、真ん中は算定外となる

アスファルトなどを使用した場合のものとなります。建物の側面と背面にある緑の点で囲われたところが緑化

率の算定から除く場所としています。このようにすることで、緑化の効果が得られやすい前面道路側に芝生等

の植栽をしっかりと行ってもらうこととしています。

P11 建築物に併設している駐車場の設置について、全てのエリアに対して前面道路から視界に入らない位置に
して隣地に植栽することを求めるようにしていましたが、場所によって不都合なケースが考えられることから、賑
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わいや交通量の多い公共性の高いところに限定した配慮とすることとします。具体的には５台を超える場合に

おいて、ひらふ坂沿道では前面道路から視界に入らない位置とする、イメージとしては地下駐車場か建物の側

面に配置すること、そうすることでひらふ坂沿道の賑わいに影響を与えないようにする、その他のエリアについ

ては、主要な幹線道路、主には道道、町道では岩尾別南３線といった交通量の多い道路を想定しており、街区

内の狭い町道などは対象にしないことを考えていますが、ひらふ坂同様に視界に入らない位置にすることを前

提としつつ、やむを得ず前面道路に配置する場合には、植栽等により道路からの視認性を抑える工夫をしても

らうルールにします。人通り、車通りの多いところをベースに景観への貢献としての修正案としています。

P12 宿泊施設の床面積制限について。
まずは延べ床面積 1,000㎡以下の建築物のルール調整となりますが、前回の部会で建ぺい率・容積率の

制限を無くしましたが、外壁後退距離の５ｍの制限をそのまま残していました。意見交換会では、すでに開発さ

れていて敷地が 1,000㎡に満たない土地においては外壁後退距離の制限が厳しいという一方で、これから開
発する土地については、最低敷地面積が 1,000㎡以上が確実に確保されることになりますので、ルール設定
に大きな影響が無いというご意見がありました。また、宿泊収容人数についても、10人以下という提案でした
がその数字の妥当性を意見交換会で聞かれていましたので改めて確認したのが下表となります。この下表は

確認申請前に必要となる消防同意に必要となる宿泊者の人数となるもので、ほぼ 10人以下という結果でし
た。なお、10人以上設定している建築物は全て敷地 1,000㎡以上であることがわかりました。敷地面積 1,000
㎡だと、収容人数の密度もそれなりに薄くなると思われますので、収容人数を 10人を少し上回ったとしてもス
プロールへの影響はそれほど大きくないように思いました。そのため、右のように敷地面積 1,000㎡を境にルー
ルを分けて設定することとしました。敷地 1,000㎡未満については建ぺい率、容積率、外壁後退距離の制限に
ついては、すでに指定されている数値基準（例えば樺山保全地区の場合、建ぺい率 40％、容積率 200％など）
とする代わりに宿泊収容人数を 10人以下とします。一方で敷地 1,000㎡以上は建ぺい率３０％容積率５０％
の基準を復活し、合わせて外壁後退距離の制限５ｍ以上とする代わりに宿泊収容人数を１５人以下とする案と

します。この 15人というのは、延べ床面積 3,000㎡以下の収容人数の上限（3,000㎡の場合 50人）との数字
上の整合を取る意味でも、ここを上限とすることが望ましいと判断したところです。

次に延べ床面積 1,000㎡を超える建築物の最低開発面積についてですが、現在の案では、延べ床面積
3,000㎡を超えるものについては１開発区域に１棟のみという提案ですが、前回の部会において、規模の大き
なものが点在するようなイメージに近づける案にするべきというご意見がありましたので、延べ床面積 3,000㎡
以下のものについては 3ha以上、10,000㎡以下のものについては 10ha以上の開発面積を確保してもらうこ
とを追加条件として定めることとします。ただし、その開発区域内において、延べ床面積 1,000㎡以下の宿泊施
設の建設は可能とすることとしています。イメージとしては、本文の上の「保全エリアのイメージ」の図となります。

このようにすることで、これまでの部会の議論を担保するような形と考えています。

P13 宿泊施設の制限の概要を整理した形となります、前回の部会にも提示している内容であり、今回の修正部
分を反映した形となりますので、ご覧いただければと思います。

P14 こちらも前回同様に、今回の床面積制限の考え方の基礎となる国内の事例となります。最低開発面積につ
いても、参考にしており、広く確保してもらった中でリゾート開発をしていただきたいと考えております。
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P15 ルールを適用する日について、今回のルール見直しには様々な法律、条例の手続きが必要になることから、
施行がバラバラにならないように進めていくこととしています。その中で、ルールの効力がいつから発生するか

についてですが、特に聞かれることとして建築物について確認申請の確認済証をルール施行前に取得してい

れば旧ルールで建物が建てられるのではないか、という質問をよく聞きますが、答えとしては、建築工事に着手

していることが条件となりますので、改めて確認させていただきます。

ルールの効力の開始予定日については２０２３年秋こととしています。その中で、これまでも部会で確認して

きましたが、宿泊施設におけるルールの開始適用日について、リゾートエリア内に限り、開発行為に着手した区

域に限り、ルールの効力開始日から３年程度の猶予を設けることとします。

P16 今後のスケジュールについて、大きく３段階で進めていきます。
今回提示したルール案をベースに、今月下旬から１ヶ月間広く意見を求めるため、パブリックコメントを実施

します。英訳資料の用意も進めていますが、英訳に時間を要することからパブリックコメント開始から 10日程
度遅れて行う予定です。事前に郵送等により地権者に案内を送付します。ルール案は町 HPに掲載し、意見は
メールまたは郵送、日本語のみ受け付けることとしています。

このあと、５月頃に地権者等を対象にした説明会を開催します。こちらはルール施行に向けた事前説明とな

るものとなります。この時にルールに対する意見を求めることは難しい状況となるので、パブリックコメントでの

意見が最終調整の場と考えています。こちらについても、あらかじめ事前に全地権者へ郵送でご案内する予定

としています。

この説明会が終わりましたら都市計画法に基づく手続きに入り、町条例の改正も必要に応じて行いながら２

０２３年秋頃の施行に向けて進めて参ります。

＜意見交換＞

（笠間部会長） 資料をざっと振り返ってみます。

P9では開発行為に伴うオープンスペースの確保について、例えば１０haの開発の場合 5,000㎡の広場を設
ける必要があるのか、ということであるため実現可能な範囲に修正。次は建築敷地に対するマネジメントスペー

スについて、堆雪スペースなどを見込んでおくべきとして、敷地に余裕のないローワービレッジ地区や 330㎡に満
たない敷地に対して検討していただくという案。緑化率算定の修正について、図面上だけで緑の範囲を示すだけ

では本来の目的を達成できないため、目的に合わせた緑化率に算定しない範囲を修正したというもの。

P11が駐車場のところで、５台以上のまとまった駐車場を設ける場合においては、ひらふ坂や主要幹線道路に
おいて配慮を求め、「良好では無い」例の図が資料に載せていますが、この形については、ひらふ坂や主要幹線

道路に該当しない場所においては認められることと思います。なお、「良好では無い」例の図では緑化の絵が入

っていませんが、実際は緑化率も入ってきますので少し緑化が反映されるものと思います。

P12は、基本は宿泊施設の延べ床面積 1,000㎡以下ということになりますが、この場合における収容人数の
上限を 15人以下とする場合も設定する案、そして延べ床面積 1,000㎡を超え 10,000㎡までのものについては
最低開発面積の要件を追加した案となります。

P15、P16は今後の対応・スケジュールとなります。

（斎藤委員） P7花園ビレッジ地区の高さ制限は現時点で部会への報告が間に合わなかったということですが、
今、どこで検討しているのでしょうか。
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（星加係長）景観審議会で行っています。審議会の審議は終了し、方向性の整理をしているところです。

（斎藤委員） P9開発行為の広場の面積ですが、広場は緑地にカウントできるのでしょうか。
（星加係長）開発行為に伴い必要となる法定緑地については、緑の緩衝帯、広場、公園、こういったものを総じて

「緑地」としています。分譲地においては、広場のようなものを誰でも利用できるような場所に用意することが

望ましいと考えていますが、昨今の開発では宅地として使えない土地を「緑地」と位置づけているケースが見

受けられますので、堆雪スペースや避難スペースといった考え方に基づいた「広場」をしっかりと用意してもら

いたいというのが今回の主旨です。

（斎藤委員）アスファルトや土など、実際に広場として確保できるのであれば緑地としてカウントしていただけると

いうことでしょうか。

（星加係長）設え方の運用面についてはもう少し整理する必要があるかもしれませんが、全体のリゾートとしてラ

ンドスケープのデザインを念頭に設えていただきたいところです。

（斎藤委員）P11 駐車場の確保で、ひらふ坂は図としては望ましい形であろうと思います。間口が広い敷地であ
ればこのような形にできるかと思いますが、間口が狭いところもあるので、このルールで行くということになるの

でしょうか。

（星加係長）現時点では、この形で進めてもらうようにルール化したいと考えています。現実的な部分でご意見が

あれば検討の余地はありますが、考え方としてひらふ坂における回遊性を高めたいので、このエリアにおいて

は地下駐車場の確保への建築計画に誘導していくツールという考えでもあります。

（斎藤委員）このようなルールではあるが、実際の運用においては相談に応じた対応もでてくるのでしょうか。

（星加係長）そのようなことは現時点では考えていません。ひらふ坂の将来の賑わい・回遊性を考えていくと、そ

のような方向に持って行きたいところです。

（笠間部会長）このルールは建築指導要綱での対応になるのでしょうか。

（星加係長）こちらは、景観条例に基づく開発行為の制限として盛り込みたいと考えています。

（斎藤委員）確か、前回の部会では、「ひらふ坂から直接車が出入りすることは悪いことではない」という話もあっ

たように思います。塀を設けるような形にしてしまわないようにすることが大切と思っており、除雪のしやすさ、隣

地との一体感ある土地利用の実現につながります。

（笠間部会長）そうだったと記憶していますが、前面道路に対して４台くらいであれば車を置くのも悪くないので

はないか、という話もさせてもらいました。今回のルールも４台までは串刺し型駐車場を認める形だと思うので、

問題無いかなと感じています。間口が広い場合も４台だけなのか、４台配置して 10ｍくらいの緩衝スペースを
用意してさらに４台配置するといった運用も考えられるかもしれないので、そこは今後細かい整理になるかもし

れません。出入りする場所も、歩道上には街路樹、街路灯、無電柱化の地上機器などがあるため、出入りでき

る場所も限られると思います。したがって、４台というのは妥当ではないかと思います。

（星加係長）そのような考え方で良いと思いますが、串刺しで４台ということになればひらふ坂の歩行者への影響

も出てくると思いますので、その点については配慮すべき点の整理が必要ではないかと思います。

（斎藤委員）P13観光Ⅲ地区の宿泊施設における緩和条件の確認ですが、階高や外壁後退距離については具
体の数値はあるのでしょうか。

（星加係長）設定している景観地区のルールの範囲内となります。建物の高さが 13ｍ以下となりますので、階高
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については必然的に決まってくると思います。また、外壁後退距離については、道路からは６ｍ、隣地からは２ｍ

以上（高さ７ｍ以下は１．５ｍ）という考え方になります。

（笠間部会長）緩和というよりは、「ルールとして求めない」ということになると思います。

（斎藤委員）同じく、観光Ⅲ地区における複合用途の場合の容積率の取り扱いについて教えてください。

（星加係長）宿泊施設として明確に区分して求められる部分について容積率の５０％を守ってもらいますが、それ

以外の用途については、宿泊施設の部分も含めて建物全体が指定容積率 200％を超えなければ良いという
ことになります。例えばテナントスペースが明確に設けられる場合は、宿泊施設から除外できると思いますので、

建築基準法上の解釈として宿泊施設と明確に区分されると判断されるものについては、容積率５０％の算定

から除くことになります。そうすることで、建物全体のボリュームが保全エリアよりも大きくすることが可能になる

と考えております。なお、保全エリアにおいては、複合用途も含めて、宿泊施設が入っている時点で建物全体で

容積５０％という縛りをかける案としています。

（斎藤委員）緑化率について、たまに見かける事例として、地面を格子状にブロックを組んで真ん中を芝生にする

ことで車が乗り上げても芝生を傷めない設えがありますが、そういった場合の緑化率の反映は考えられるので

しょうか。

（星加係長）ルールに設定しています。参考資料で A3版のルール一覧の２枚めくったところ（５ページ目）に換
算面積表がありますが、そこの「緑化ブロック」と記載しているところがご質問の箇所となります。芝生の換算

面積の半分、インターロッキング等の石畳の２倍にしています。

（斎藤委員）お金がかかるかもしれませんが、一面ブロックにするよりは緑が見えて良いと思いました。

（笠間部会長）パブリックコメントについては、先日の意見交換会の資料をベースにする予定と思います。様々な

ルールがあると思いますので、どのルールが景観地区、特定用途制限地域で行われるのか、建築行為なのか

開発行為なのか、ということがわかるようにしていただければと思います。

（笠間部会長）P12最低開発面積ですが、前回の部会でも議論になった開発区域を細分化すればいくつでも建
ってしまうという懸念に対して、設定されたということでよろしいでしょうか。

（星加係長）そのとおりです。

（笠間部会長）今回のルール案の修正によってルールが複雑になってしまったようにも感じます。ただ、エリアとし

て良い方向に持って行くためのものと思いますので、あとはわかりやすい資料づくりをお願いします。
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（笠間部会長）本日欠席された委員からコメントをいただいていますので、事務局から読み上げてください。

（星加係長）大久保委員、山田委員より、今回の資料を踏まえ、また、本日が最後になるということですので総括

としてのコメントをいただいております。

＜大久保委員＞

本日、参加できず、残念です。雑感を含めてコメントです。

今回の委員のメンバーに選んでいただき、自分自身、ニセコエリアを含む倶知安町のこれまでの歴史と、

そして今後の未来について深く考える機会と経験をいただき感謝いたします。

活動を振り返りますと、座学的なところからスタートしまして、次にフィールドワーク、そして今後の未来のビ

ジョン作りというステップまでは自分自身の知見と経験を委員として活かせたと自負しています。

ただ、後半のまとめに入る段階から「観光地マスタープラン」と「景観」の部分において混同する地域運

動が活発になり、当初想像していた委員会のやわらかいイメージから規制・抑制が強い表現となりました。

一人の委員としては、発言は意見からコメンテーター的になり役場さんの提示した内容に対する感想を述

べる形が続き今回延長された委員会も最終回となりました。

資料は一通り目を通しました。（ここまでくると）特に指摘や意見する所はありませんが、開発や建築に関

する規制が多く見受けられ賑わいを生み出す個人や小さな事業者が参入しやすい環境作りもしっかり盛り

込めたと願っています。あとは、沿道・沿線沿いにて北海道が指定する特定外来種の抑制対策も強められる

といいですね。

役場さん、コンサルさん、そして委員のみなさま、長きに渡りお疲れ様でした。

今シーズンは久しぶりに元気なNISEKOが帰って来まして課題は色々ありますが、今回の取り組みが
良き未来への導きの一つになるといいですね。

ありがとうございました。

大久保より

＜山田委員＞

お疲れ様です。資料を確認しました。

今までに色んな意見を私を含め各委員さんが述べて参りましたので、概ね、意見が集約されて問題無いと

思われます。

新たな問題が最近取り上げされているのが、観光と環境の問題で、尻別川の水質問題ですね、我が家も浄

化槽なのですが、洗濯洗剤は環境に良い洗剤を使用していますが、戸建てコンドなどで長期宿泊者などは理

解されておらず、普通に使用されています。これが積み重なって、川の水質を悪化させていると考えられます。こ

こで取り上げるかは、ご検討でしょうが、今後の有り方について早急課題として、浄化槽から、下水道への推進

を記載お願いしたい所です。

入国規制緩和で、こんなにも多くのインバウンドが入って来るとは思いませんでしたが、観光業、観光２次産

業が潤って来て、人手不足で経営者が先頭きって現場に行っております。

本日、参加出来なくてすいません。

山田 洋
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（笠間部会長）山田委員からも景観だけでなく、観光地・リゾート地の将来を含めたご意見をいただきました。大

久保委員からは、会議の前半は、今後のリゾートエリアのビジョンのような話が中心だったのですが、最終的に

は景観や開発調整といったところに議論が集約してしまったので、前半での議論が一部“宙ぶらりん”のような

形になった点をお話されたものと思います。

両者のお話から改めて、リゾートの魅力作りのために今後も検討を詰めていただきたいと思いました。

（笠間部会長） 検討いただいたルールの内容は概ねこの方向で進めていただいて、パブリックコメントの手続き

を経ていただければと思います。ここまで、幅広く議論いただいた委員の方より、最後に一言ずついただければ

と思います。

（沼田委員）２年以上かけて議論してきた今回のルール案の件は、ゴールではなく、スタートの下地づくりと思って

います。外枠の数値基準が今回で定まりますが、理想的なリゾートを形成するためには、「どういった設えが良

いのか」、今日も１階部分を店舗にした方が良いなどの議論がありましたし、景観行政団体になったということ

で屋外広告物についても主体的に取り組むことができるようになったこと、さらには駐車場の附置についても

検討整理していくべき時期にきていることなど、今後ガイドラインのようなものを定めて示していくことなどの次

のステップの段階に入っていくと思います。したがって今後は、魂を入れていく作業になると思います。

（斎藤委員）ここで決まったことはたくさんありますが、当初から申し上げていた容積率に手をつける必要が無い

という点が適わなかったのが残念に思っています。もう一点、今回のこの議論は、観光地マスタープランがあっ

て、これがこの地域の皆さんの合意によってしっかりとした骨格になったものをベースにルール化していくもの

と思っていましたが、途中段階で、このマスタープランについて様々な人が異なる解釈・意見があることがわか

り、検討過程でのブレというものを感じました。そこをもっとしっかりとしなくてはいけないのでしょうから、冒頭で

も申し上げたのですが、やはりこういったことを進めて行くには、関係する人たちに広くお知らせして理解いただ

くための取り組みを大切にしていただきたいです。

二次交通の問題や駐車場の問題など様々あります。新幹線開業までの年数も限られます。したがって、２０２

４年からの検討と書かれている部分もありますが、もっと早く物事を考えていただく方向で役場の皆さんで考え

ていただきたいと思います。

（カー委員）２年間に渡り、たいへん勉強になりました。ありがとうございました。今回のルール案は「守って長続き

させる」ことが目的だと思っていますので、根本的なところは賛成しています。建ぺい率や容積率を厳しくすると

ころはあって良いと思っています。

一つ残念と思うことが、リゾートについて、世界のリゾートプランニングを手がけてきているところのアドバイ

スをいただいた中で検討を深められなかったことです。

ポジティブな意味ではこれからも毎年雪が降り続ける限り観光はこれからも続きます。他の地域ではお客さ

んを呼び込むのにたいへんな思いをしているので（恵まれた環境です）。急激な投資・開発に対してブレーキ

をかけることは大事なことと思いますが、これから新幹線が開業する、交通の整理が必要、道道だから北海道

に話をしなければならない…などのようなことを聞きますが、来るお客さんにとっては道道か町道かは関係なく

「道路」環境の善し悪しだけなので、町長にはもっとアグレッシブに動いてもらって、国の応援をもらって、例え
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ばモノレールなど何十、何百億の施設ができるような政治的な動きをしてもらうことが、これからのリゾートにお

いて大事なパーツになると思っています。

（笠間部会長）今回、景観の専門家という立場でこの部会に関わらせていただきましたが、景観法、景観計画、

都市計画法、建築基準法の限界を改めて実感した２年間だったと振り返ります。今日の議論にあった開発行

為に必要な広場の確保でもそうでしたが、都市化された市街地をイメージして法の制度が組み立てられてい

ますので、緑豊かなリゾートエリアで、開発と環境のバランスを保っていくということに適用していくことには限

界があり、そういったところは法律を改定してもらうなどの動きが、北海道を巻き込んだなかで、地方のリゾート

地の現状を踏まえて制度を変えてもらうよう訴えていくことが必要と感じたところです。私も微力ながら頑張り

たいな、と思っています。

この部会で議論したことは,景観の枠にとどまらない観光地の魅力づくり、プランニング、交通の問題など、
いろいろとご意見をいただきましたので、せっかく積み上げた議論を引き継いで来年度から早速スタートがす

るぐらいの勢いで、このエリアの課題解決に向けて新たな取り組みを始めてほしい。カー委員がおっしゃってい

たように、みんなで決断すれば大きな投資、また、制度の変更、例えばスイスツェルマットのようにセンタービレッ

ジ、ローワービレッジエリアに車両を入れないようなプランニングに舵を切ることだって考えられないわけでは

ないので、そういった大きなことも含めて議論できる環境というのを、今回事務局をしている景観室だけではな

く観光商工課など広く関与するような形で早速つくってほしいです。町長にも頑張ってほしいです。

３ その他

～ なし ～

４ 閉会

（遠藤課長）今後、調整する機会があるかもしれませんが、まずは今回で本部会を閉じさせていただきます。長き

に渡りご協力いただき誠にありがとうございました。今後もお世話になることがあると思いますので、よろしくお

願いします。


